
　令和６年９月６日

石川県監査委員 不　破　大　仁

同 一　川　政　之

同 村　上　　　勝

同 作　田　有　子

（別　紙）

　　石　川　県　監　査　委　員　様

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

石川県知事　　　馳　　      浩

　令和６年７月３１日付け石監査第１６３－１号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

監査の結果報告に基づいて講じた措置の公表

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、石川県教育委員会等から、
監査結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、別紙のとおり公表する。

加 高 第 ２ １ 号

令和６年８月20日

石 川 県 教 育 委 員 会

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　高等学校授業料を誤徴収し
たものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

加賀高等学校 　毎月の授業料等口座振替請求システム異動修正
報告の際には、授業料徴収者、就学支援金等の申
請状況、生徒異動の状況について、担当する職員
と事務長の二人での確認を徹底し、再発防止に努
めてまいります。

県 央 土 第 1679 号

令和６年８月19日

　令和６年７月３１日付け石監査第１６３－１号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記



機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

石川県知事　　　馳　　      浩

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

石川県知事　　　馳　　      浩

県 央 農 第 1832 号

令和６年８月21日

　令和６年７月３１日付け石監査第１６３－１号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

　財産管理事務において、切
手の払出し及び出納簿での管
理が不適切なものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

石川農林総合
事務所

　物品取扱員等による適切な管理を実施するとと
もに、切手購入時や年度末には出納員との引継ぎ
を行うことを関係職員に周知し、再発防止の徹底
に取り組みます。

石 川 農 第 1884 号

令和６年８月22日

　令和６年７月３１日付け石監査第１６３－１号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　工事事務において、積算に
おける単価の適用を誤ってい
るものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

県央土木総合
事務所

　適用単価が正しく適用されているか、担当者を
含め、複数人で確認し、本課（水道企業課）にお
いても再確認することで、今後とも再発防止の徹
底に努めてまいります。



機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

石川県知事　　　馳　　      浩

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

石川県知事　　　馳　　      浩

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　令和６年７月３１日付け石監査第１６３－１号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

畜 産 第 1072 号

令和６年８月26日

里 第 ３ ０ ４ 号

令和６年８月21日

　令和６年７月３１日付け石監査第１６３－１号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　バス借り上げに伴う高速道
路料金をバス事業者に支払っ
ていたものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

里山振興室 　室内で注意・情報共有するとともに、今後、借
り上げたバスで高速道路を使用する際は、室の
ETCカードを持参するか、資金前渡払により事前
に現金を準備しバスに同乗する職員が直接料金所
で支払うようにする。

　公用車の自動車重量税を過
払いしたものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

県央農林総合
事務所

　今後は、支払時に車台番号から重量税がわかる
｢次回自動車重量税照会サービス｣で照会したもの
及び車検時の法定費用を明記した表を添付して、
決裁を受けることとした。
　支出事務を始めとした会計事務については、日
頃からの確認を徹底し、適正な事務処理の執行に
努めて参ります。



機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

石川県知事　　　馳　　      浩

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

石川県知事　　　馳　　      浩

　令和６年７月３１日付け石監査第１６３－１号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

　補助金の支出事務におい
て、補助金の交付目的を達成
するために真に必要があると
認める場合にのみ概算払いと
すべきところ、事業状況を把
握せずに概算払いしていた。
　今後、このようなことがな
いよう注意すること。

畜産振興・防
疫対策課

　今後、概算払を行う場合は、事業状況の把握を
行い、事務事業の執行に支障がないと思われる額
のみを概算払するように徹底する。

森 管 第 1024 号

令和６年８月22日

畜産第 1072号の２

令和６年８月26日

　令和６年７月３１日付け石監査第１６３－１号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　委託料の支出事務におい
て、議会の承認を得る前に、
履行期間延長の承認及び変更
契約を締結し、出来高分の前
金払伺を実施していた。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

畜産振興・防
疫対策課

　年度をまたぐ契約期間の延長が発生する変更契
約において、議会議決日を確認するとともに、副
担当、グループリーダーを含めた複数人での確認
を徹底する。



機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

石川県知事　　　馳　　      浩

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

石川県知事　　　馳　　      浩

　令和６年７月３１日付け石監査第１６３－１号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

　需用費の支出事務におい
て、令和４年度会計から支出
すべきところ、令和５年度会
計で支出したものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

森林管理課 　例年購入している定期刊行物リストを作成し、
あらかじめ購入時期を確認した上で、購読料の支
出状況を複数人が電算等で確認し、未払いを防
ぐ。

水 第 1565 － １ 号

令和６年８月23日

森管第 1024号－２

令和６年８月22日

　令和６年７月３１日付け石監査第１６３－１号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　委託料の支出事務につい
て、支出負担行為伺額が誤っ
ているものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

森林管理課 　４月１日から実施する必要のある契約の締結に
ついては、適正な事務手続きを周知徹底し、設計
額をもって支出負担行為伺額とするよう事務処理
を行う。



機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

石川県知事　　　馳　　      浩

機関名

　　石　川　県　監　査　委　員　様

石川県知事　　　馳　　      浩

　令和６年７月３１日付け石監査第１６３－１号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置

　補助金の支出事務におい
て、交付決定額が誤っている
ものがあった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

水産課 　補助金交付先市町に対し、事業に変更があった
場合に所定の手続きを行うよう指導していくとと
もに、申請内容に誤りが無いか、複数人で内容確
認を行い、適正な補助金の交付に努める。

　補助金の支出事務におい
て、交付申請額及び実績報告
額の確認に適正を欠くものが
あった。
　今後、このようなことがな
いよう十分注意すること。

水産課 　補助金額決定の基礎となる事業に要する経費の
積算根拠を交付申請書に記載するよう申請者に指
導を行うとともに、交付決定に際しては、交付申
請書に不備がないか事業担当及び庶務担当の確認
を徹底する。

水 第 1565 － ３ 号

令和６年８月23日

水 第 1565 － ２ 号

令和６年８月23日

　令和６年７月３１日付け石監査第１６３－１号で提出のあった監査の結果に基づいて、下記
のとおり措置したので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。

記

指摘事項 監査結果に基づいて講じた措置



機関名

記

注意事項 監査結果に基づいて講じた措置

　契約事務において、適正を
欠くものがあった。今後、こ
のようなことがないよう注意
すること。

水産課 　今後、契約事務処理に複数の職員で確認を行
い、適切かつ速やかな事務処理に努める。


